コロナ対応について
1 感染者が出た場合は、県歯科医師会に報告して頂きたいと思います。
今は誰が何処で感染するかわからない。いつ感染してもおかしくない状況です。保健所の対応もケースによりまちまちです。多くのケースを知ることで、スタンダードな対応を考えられるかと思います。

2 現在、埼玉県歯科医師会では見舞金等の対応はしていません。歯科医師国保組合では加入者に対し、特別傷病手当金を支給しています。

3 日歯からの２０万円のお見舞金は、県歯からの申請になります。県歯に連絡頂ければいいと思います。

4 コロナ感染の対応
先生、スタッフが感染した場合は、直ちに保健所に連絡して指示に従うことになります。濃厚接触者の調査や対応について話があります。感染者や濃厚接触者の休職、休診やその後の院内消毒など適当な対応が必要になります。
先生、スタッフに発熱等の何らかの症状が出た場合は、早急にPCR検査を行ない、結果が出るまでは休ませる必要があると思います。また、先生やスタッフの家族などに感染が確認され、その濃厚接触者とされた場合は、陽性陰性に関わらず２週間程度の休職が必要になると思います。あるいは感染が疑われる場合は、その者（家族等症状がある人）の検査を行い、結果が出るまでは休ませるべきです。
また、感染患者が来院した場合、基本的感染対策をしている場合は濃厚接触とされないことがほとんどで、診療の継続は可能であるという事が一般的であると考えられます。しかし、スタッフの安心や他の患者への責任等の観点から、関係者のPCR検査をする事は有効であると思います。また、最近は感染力が強い変異型が多くなって来たため、対応等も変わると思いますので、保健所への相談は必要と思います。

一番難しいのは疑わしい場合の対応と思います。先ごろ歯科診療所でのクラスターが発生したケースでは、院長の体調が悪いため１週間ほど休診したとのことです。その後、回復したので診療を再開したところ、患者とスタッフに感染して、感染源が院長だったという事です。
いずれにしても、全てに早め早めの対応が最も大切です。その事が、休診等の直接的被害を短期間に食い止めると伴に、患者の信頼を失わずに患者離れなどを最小限にとどめることに繋がると思います。
これらのことに最も大切なことは、普段から院内でのスタッフ等との人間関係に十分に留意して、何でも話し合える環境を作っておくことが重要と思います。今までに、診療を介して、患者からの感染は確認されていませんが、これからも基本的感染対策を徹底するとともに、オフでの感染予防に留意した生活をする様に、スタッフとともに問題を共有することが大切と思います。

